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平成２６年度中国地方整備局コンプライアンス報告書

平成２７年７月３１日

中国地方整備局コンプライアンス推進本部

中国地方整備局は、平成２４年１１月に「中国地方整備局コンプライアンス推進本部」（以

下、「推進本部」という。）を設置し、コンプライアンス推進のより一層の強化を図るため、

毎年度、「中国地方整備局コンプライアンス推進計画」を策定し、取組みを実施しているとこ

ろである。

本報告書は、平成２６年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画に基づき実施した取

組みとそれに対する評価について取りまとめたものである。

平成２６年度中国地方整備局コンプライアンス推進計画

はじめに

職員ひとり一人が適正に職務を行うためには、国家公務員法、国家公務員倫理法、発注

者綱紀保持規程等の関係法令を正しく理解するとともに、これらのコンプライアンスに関

するルールができた背景を知り、その遵守の必要性を十分に理解した上で、コンプライア

ンス意識を持ち続けることが必要であり、そのためには研修や職場での啓発活動等を繰り

返し行うことが重要である。

併せて、上司が部下とコミュニケーションを図り、不当行為は絶対に容認しないという

姿勢が部下に伝わるような職場作りや、職員を孤立させない風通しの良い職場環境を作る

ように取り組んでいくことが重要である。

このため、平成２６年度コンプライアンス推進計画を以下のとおり策定する。

１ 職員のコンプライアンス意識の醸成

職員個々のコンプライアンス意識の醸成を図るため、繰り返し、コンプライアンスに関する講座・

研修・講習会等を受けられるような体制を作る。

また、局長等組織のトップが、直接、職員にコンプライアンス等について話す機会を作る。

■取 組（資料１）

局長は、就任挨拶や事務所訪問時等の機会を通じて、自らのコンプライアンスに関する考

え方を職員に伝えた。また、局長、副局長、部長は、職員研修における講話の中で、コンプ

ライアンスに関する考え方を伝えた。

コンプライアンス意識及び行動の変化、各取組みの効果等を把握するため、本局の課長、

事務所の所長・副所長・課長・出張所長を対象にアンケート調査を実施した。
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（１）コンプライアンス出前講座

発注者綱紀保持及び公務員倫理の意義と重要性を周知し、入札関係その他の不祥事の防

止を図ることを目的に、本局職員及び事務所のコンプライアンス指導者を講師とし、本局

が全職員を対象とするコンプライアンス講座を実施する。

■取 組（資料２）

本局職員及び事務所副所長が講師となり、全職員を対象に１１月から２月までの間、本局

及び全事務（管理）所において「コンプライアンス出前講座」を実施し、受講率１００％と

なる２，０００名の全職員が受講した。

講座においては、国家公務員倫理法・規程、発注者綱紀保持規程及び官製談合防止法がで

きた背景・経緯を中心に説明するとともに、本省製作DVD「入札談合等関与行為をなくすため

に」を活用した。

（２）外部講師によるコンプライアンス講習会

① コンプライアンス講習会

発注者としてのコンプライアンスの意義及び重要性に関する理解を深める目的で、各地

区で外部講師を招いたコンプライアンス講習会を実施する。

■取 組（資料３）

○適正な請負業務に関する講習会 講師：各県労働局

・平成２６年６月１８日（鳥取会場） 参加者 ６９名

・平成２６年６月２４日（広島会場） 参加者１９０名

・平成２６年６月２７日（岡山会場） 参加者１０６名

・平成２６年６月３０日（倉吉会場） 参加者 ２９名

・平成２６年６月３０日（山口会場） 参加者 ３２名

・平成２６年７月 ８日（松江会場） 参加者 ６５名

・平成２６年７月１５日（出雲会場） 参加者 ６０名 計５５１名

○コンプライアンス講習会

・平成２６年１１月１１日（松江地区） 参加者５２名

講師：山陰中央新報社

演題：マスコミから見た公務員のコンプライアンスとリスク管理

・平成２７年 １月 ９日（岡山地区） 参加者９１名

講師：中国電力(株)

演題：当社におけるコンプライアンス経営の推進について

・平成２７年 ２月２５日（米子地区） 参加者２４名

講師：新日本海新聞社

演題：新聞記者の仕事からコンプライアンスを考える

・平成２７年 ２月２７日（鳥取地区） 参加者５１名

講師：弁護士

演題：コンプライアンスの落とし穴 ～最近の事案を参照しながら～
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② 幹部職員を対象とするコンプライアンス講習会

幹部職員（事務所長、副所長を含む）を対象に、組織の管理職として必要なコンプライ

アンスに関する高度な管理能力及び判断力の向上を図る目的で、外部講師を招いたコンプ

ライアンス講習会を実施する。

■取 組（資料４）

○平成２６年４月２１日 コンプライアンス講習会 参加者１０８名

講師：本省総括監察官

演題：「腑に落ちる」コンプライアンス

（３）職員研修におけるコンプライアンス講義

中国地方整備局で実施する職員研修の重点実施事項にコンプライアンスの徹底を定め、

それに基づき各研修等のカリキュラムにコンプライアンスに関する講義を設ける。

■取 組

中国地方整備局で実施した２１の職員研修のカリキュラムにおいて、コンプライアンスに

関する講義を実施し、延べ３００名の職員が受講した。

（４）コンプライアンス・ミーティング

各職員が職場内で自発的に意見を出し合うことにより、職員のコンプライアンスに関す

る意識の向上を図ることを目的に、コンプライアンス・ミーティングを四半期に１回、全

職員を対象に実施する。

原則として所属単位を基本とし所属職員全員が参加して、本局が提示した具体的な共通

テーマ並びに本局及び各事務所において選定したテーマにより、ひとり一人の理解が深ま

るような工夫を行う。

なお、ミーティング結果の報告を義務付け、質問に対してはフォローアップを行う。

■取 組（資料５）

職員のコンプライアンスに関する意識の向上を図るため、コンプライアンス・ミーティン

グを四半期に１回開催し、職員の参加率は第１回目９８％、第２回目９８％、第３回目９９

％、第４回目９８％であり、年間を通じて参加できなかった職員はいなかった。

ミーティング参加者から出た質問に対しては、本局で回答を作成し、フォローアップを行

った。

なお、第３回コンプライアンス・ミーティングにおいては、本局及び事務所が主体的にテ

ーマを選定し実施した。

ミーティングにおいては、実施日やグループを分割したり、所属のミーティングに参加で

きなかった職員を集めて実施するなど、ミーティングへ全職員が参加できるよう工夫した。

事務所が独自に取組みを行った主な事例は、以下のとおりである。

・各所属でのミーティングの効果を高めるために、まず幹部会議で実際にミーティングを

行って留意点や参考事項等を整理した上で実施した。

・事務所長や副所長が、各所属のミーティングに参加して助言を行った。
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（５）コンプライアンスに関する情報提供

不祥事事例などのコンプライアンス意識の醸成に資する情報提供をイントラネット、メ

ール、諸会議等を活用して行う。

■取 組

毎月、公務員の懲戒処分等不祥事事案をとりまとめ情報提供を行った。各部・事務所にお

いては、定例会議等を活用し職員周知を行った。

（６）パソコン立ち上げ時のコンプライアンス遵守メッセージ表示

職員のコンプライアンスに関する意識の高揚とその徹底を図るため、定期的に全職員を

対象として、行政パソコンの立ち上がり時に、コンプライアンス遵守メッセージを表示す

る。

■取 組（資料６）

毎月第１・第３月曜日において、パソコンの立ち上がり時にコンプライアンス・メッセー

ジを表示した。

メッセージについては、最初の画面に職員に伝えたいキーワードを表示し、次の画面で解

説を表示するよう、２段階に分けてポップアップするよう工夫した。

〈表示内容〉

・発注者綱紀保持規程の目的

・発注担当職員及び職員の責務

・秘密の保持

・事業者等との応接方法

・不当な働きかけの対応ルール

・通報窓口

・入札談合等関与行為

【評 価】

各取組みとも計画どおり実施され、職員のコンプライアンス意識の醸成が図られた。

出前講座や職員研修は、職員がコンプライアンスに関するルールができた背景・経緯を

知り、その遵守の必要性を理解してもらうことを主眼において実施したことで、コンプラ

イアンス意識の向上に繋がった。

外部講師による講習会は、公務の職場の中では気づかない問題を認識できたり、専門知

識を得られるなどコンプライアンス意識の向上に効果的であるため、今後も各地区におい

て積極的に実施する必要がある。

コンプライアンス・ミーティングは、第３四半期において、本局・各事務所が独自にテ

ーマを設定し実施したが、各所属がより身近なテーマを選定したことが、コンプライアン

スを自分自身のこととして考えるうえにおいて、有効であった。

今後は、これらを継続していくなかで、職員がコンプライアンスを自分自身のこととし

て高い意識を持って行動ができるようにするために、取組みを工夫していく必要がある。
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２ 事務所のコンプライアンス指導者の育成

（１）管理職研修

事務所の副所長を対象に、組織の管理者として必要なコンプライアンスに関する高度な

管理能力及び判断力の向上を図り、事務所におけるコンプライアンス推進の中心的な役割

を担うことを目的に、管理職研修を実施する。

■取 組（資料７）

副所長を対象とする管理職研修を５月に実施し、１６名が受講した。

（２）コンプライアンスセミナー

事務所の課長を対象に、コンプライアンスに関する理解を深め、コンプライアンス・ミ

ーティングなどを通し、部下職員へ適切な指導が行えるよう管理職としての資質の向上を

図るとともに、事務所におけるコンプライアンス推進の実務的な役割を担うことを目的に、

コンプライアンスセミナーを実施する。

■取 組（資料８）

事務所の課長を対象とするコンプライアンスセミナーを７月に実施し、３４名が受講した。

事務所が独自に取組みを行った事例では、研修受講者が事務所職員を対象とした研修報告

会等を開催し、講習内容の説明を行った。

【評 価】

各取組みとも計画どおりに実施され、平成２６年度は新たに５０名のコンプライアンス指

導者が育成された。

事務所独自の取組事例のように、事務所でコンプライアンス指導者を積極的に活用して

いくことが期待される。

３ 発注者綱紀保持及び公務員倫理の徹底

（１）発注者綱紀保持の周知徹底

① 国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図るために、関係法令の遵守

はもとより、発注者綱紀保持規程について周知徹底する。

また、全職員を対象に発注者綱紀保持に関する基本的な理解度を職員自らが確認する

ため、セルフチェックを行う。その結果を踏まえて職員に対するフォローアップを行う。

② 発注担当職員が事業者等との適切な応接の実施を図るため、発注者綱紀保持マニュア

ルに定める事業者等との応接方法について周知徹底する。



- 6 -

（２）公務員倫理の周知徹底

国民の疑惑や不信を招かないために、国家公務員倫理法や倫理規程の遵守については、

上記に掲げる出前講座や倫理週間等の機会を通じて周知徹底を図る。

また、全職員を対象に服務・倫理に関する基本的な理解度を職員自らが確認するため、

セルフチェックを行う。その結果を踏まえて職員に対するフォローアップを行う。

■取 組（資料９）

コンプライアンス出前講座や職員研修において、発注者綱紀保持及び公務員倫理に関する

講義を行った。なお、出前講座においては、国家公務員倫理法・規程、発注者綱紀保持規程

及び官製談合防止法ができた背景・経緯を中心に説明するとともに、職員研修においては、

階層ごとに講義内容を変えて実施した。

発注担当職員における事業者との応接ルールについて、コンプライアンス出前講座や職員

研修において講義を行うとともに、第１回コンプライアンス・ミーティングのテーマとして

設定し、意見交換を実施するとともに周知徹底を図った。

公務員倫理及び発注者綱紀保持に関するセルフチェックを１２月に実施し、全職員が実施

した。また、本局で取りまとめた実施結果により全職員が正しく理解できるようフォローア

ップを行った。

公務員倫理については、自主研修教材「公務員倫理の理解度チェック」や自主学習教材「動

画で学ぶ倫理法・倫理規程」を内部ＨＰに掲載し、受講の奨励を行った。

事務所が独自に取組みを行った主な事例は、以下のとおりである。

・所課長会において、各課長、出張所長からヒアリングを行い、応接状況を確認し応接方

法の周知徹底を図った。

・事務所独自でコンプライアンスに関する勉強会を実施した。

・公務員の不祥事事案等に関する「コンプラ情報」を作成し、所課長会において説明し、

所属職員に周知徹底するよう指示した。

・新規採用職員（期間業務職員を含む）に公務員倫理、発注者綱紀保持規程について、副

所長が講義を実施した。

（３）談合に関わった場合の懲戒処分、損害賠償請求等についての周知徹底

「１ 職員のコンプライアンス意識の醸成」に掲げる出前講座や職員研修等では、発注者

綱紀保持規程、倫理規程、官製談合防止法、国家公務員法、懲戒処分、損害賠償請求、刑

罰等に関する講義等を実施し、その中でこれらのコンプライアンスに関するルールができ

た背景を説明し、その遵守の必要性の理解を深めるとともに、違法性の認識や入札談合等

関与行為の絶対悪について基本的理解を深めるなど、コンプライアンスについて周知徹底

を図る。

■取 組

コンプライアンス出前講座や職員研修において、発注者綱紀保持規程、官製談合防止法、

国家公務員法、倫理規程、懲戒処分、損害賠償請求、刑罰等に関する講義を行った。また、

講義において、これらのコンプライアンスに関するルールができた経緯・背景を説明すると

ともに、実際の違反事例や処分事例等を盛り込むことにより行為の違法性がより認識できる

ようにした。さらに、コンプライアンス出前講座では、本省製作DVD「入札談合等関与行為を



- 7 -

なくすために」を活用し、談合関与行為を行ったことに対するリスクの大きさを認識できる

ようにした。

（４）事業者に対する発注者綱紀保持規程及び公務員倫理の遵守のための協力依頼

発注者綱紀保持規程及び公務員倫理の取組や、コンプライアンス推進計画について、事

業者、事業者団体等に対し、ホームページ掲載や会合等の場において紹介するなどにより、

協力依頼を行う。併せて、執務室の入口等に、執務室への入室にあたっての協力依頼を掲

示する。

■取 組

中国地方整備局ホームページで、発注者綱紀保持の取組みについての協力依頼を事業者等

が閲覧できるようにしている。

事業者団体（２８団体）との意見交換会の場で、コンプライアンスの取組みについて協力

依頼を行った。

執務室への入室にあたっての協力依頼を執務室入り口等に掲示している。また、その掲示

が適切に行われているかの点検を本局及び全事務所で実施し、見えにくい等の不備があった

箇所については改善を図った。

事務所が独自に取組みを行った主な事例は、以下のとおりである。

・事業者団体との意見交換会での協力依頼を行った。

・事務所ホームページへの協力依頼文の掲載、各窓口へ協力依頼のチラシ等を備えている。

・掲示内容に反した入室状況がないか、幹部会議等で各所属長から聞き取りを実施した。

【評 価】

各取組みとも計画どおりに実施され、発注者綱紀保持等の周知徹底が図られた。

セルフチェックについては、実施後に本局で取りまとめた実施結果に基づき、各部署で

ミーティング方式によりフォローアップを行ったことで、職員ひとり一人の理解がより深

まった。

談合に関わった場合のリスクについては、出前講座等で高知事案を参考に製作されたＤ

ＶＤを活用したことで、より身近な問題として捉えられることとなり、有効であった。

事業者等との対応については、事務所長等からの報告によれば、特に問題は確認されて

おらず、コンプライアンスの取組みに対する理解は深まってきていると思われるが、引き

続き、事業者団体との会合の場において、協力依頼を行っていく必要がある。

事務所独自の取組事例については、今後の取組み推進のため、他の事務所に推奨すべき

である。
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４ コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用

コンプライアンスに関する通報窓口について、職員に通報が正しい行為であること、不

利益にならないことを明確にして、その周知を行い、通報しやすいものとするよう取り組

む。

また、通報があった場合には、「職員が発注者綱紀保持規程に抵触する事実を確認したと

きの通報の対応フロー」、「職員が事業者等から不当な働きかけを受けたときの報告の対応

フロー」等に基づき、迅速かつ的確な対応を行う。

■取 組

国家公務員法、国家公務員倫理法・規程及び発注者綱紀保持規程に抵触すると思料する事

実を確認したときに、メールで通報できる窓口を設置している。

通報が正しい行為であることや不利益にならないことについて、コンプライアンス出前講

座、職員研修、パソコンのコンプライアンスメッセージ表示、コンプライアンス携帯カード

により周知徹底を図った。

平成２６年度において、コンプライアンス関係通報窓口及び不当な働きかけを受けたとき

の報告の事実はなかった。

【評 価】

コンプライアンス関係通報窓口の周知と適正な運用については、様々な機会や方法で周

知徹底が図られた。

通報や報告の事実がなかったことは、取組みを通して、職員にコンプライアンスの徹底

が図られてきた結果であると考えるが、職員がコンプライアンスに関するルールに抵触す

る事実を確認したときは、直ちに通報できるよう、引き続き、通報しやすい環境作りに努

めていく必要がある。

また、コンプライアンス携帯カードについては、引き続き、全職員が常時携帯するよう

徹底することが必要である。

５ 入札契約手続きの見直し及び情報の適切な管理

① 平成２６年２月６日付け本省通知「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続

きの見直しの実施について」に基づく、技術資料と入札書の同時提出等を本格実施する。

② 発注者綱紀保持規程に基づき、発注事務に関する適切な情報管理の徹底を行う。

また、管理状況を定期的（少なくとも毎年度１回）に点検する。

■取 組

本省通知「高知県内の入札談合事案を踏まえた入札契約手続きの見直しの実施について」

に基づき、技術資料と入札書の同時提出等を本格実施した。
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また、各部・事務所において、第１四半期中に情報管理状況の点検を実施し、適切に管理

されていることを確認した。

【評 価】

計画どおり技術資料と入札書の同時提出等が本格実施されたことにより、不正が発生しに

くい入札契約手続きの前進が図られた。

今後は、営繕関係工事及び港湾関係工事（港湾土木以外の工種）についても、可能な限

り対象を広げて実施することが必要である。

情報管理については、限られた人員のなかで、業務処理のチェック体制を確保しながら

行うことから、ルールに則って適切になされているか、引き続き、定期的に点検を実施す

ることが必要である。

６ 内部監査の実施

一般監査において、コンプライアンスの取組状況や入札・契約事務の適正な執行状況及

び不正行為防止取組状況を重点監査事項に位置付け、引き続き内部監査を実施する。

■取 組

「平成２６年度一般監査実施計画」に基づき、１１事務所を対象に実施した。

一般監査ではコンプライアンスに関する重点項目として、次の項目を監査した。

【全地方整備局共通重点項目】

・コンプライアンス（コンプライアンス推進計画の取組について）

【中国地方整備局の重点項目】

・行政情報の管理等について

・適正な業務執行の取組状況について

・職員の健康管理の取組状況について

・入札・契約事務の適正な執行状況及び不正行為防止の取組状況について

【評 価】

平成２６年度一般監査実施計画に基づき、１１事務所を対象に内部監査が実施され、平

成２６年度一般監査報告書が取りまとめられた。

一般監査においては、推進計画及び推進本部長の指示に基づく取組状況を点検するとと

もに、幹部職員へのヒアリングを実施した結果、コンプライアンス推進責任者を中心にコ

ンプライアンス推進の取組みが適切に行われていることを確認した。

コンプライアンスについては、引き続き重点項目として実施していく必要がある。



- 10 -

７ 事務所ごとの応札状況の透明化・情報公開

事務所ごとに年間を通じた応札状況の傾向等について、ホームページで公表し、透明化

を図る。

■取 組

各事務所ごとの平成２４年度及び平成２５年度における平均落札率、業者ごとの当初契約

金額及び受注割合をホームページで公表した。

平成２６年度落札分については、各月の平均落札率を翌月、ホームページで公表した。

【評 価】

計画どおり実施され、事務所ごとの応札状況の透明化が図られた。

引き続き、ホームページで公表を行い透明化を図っていく必要がある。

全体評価

中国地方整備局においては、第三者委員会である「中国地方整備局コンプライアンス・

アドバイザリー委員会」からの提言等を踏まえ、「平成２６年度中国地方整備局コンプライ

アンス推進計画」を平成２６年３月３１日に決定し、コンプライアンスに関するルールが

できた背景や経緯を知り、その遵守の必要性を認識した上で、関係法令を職員が正しく理

解することを中心に、啓発活動等を繰り返し行う取組みを進めることとした。

同計画を進めるに当たっては、取組みの重点事項が平成２６年４月２１日に推進本部長

から指示されており、これらに基づき、着実に取組みを実施した結果、コンプライアンス

は組織に定着しつつあり、コンプライアンスに対する職員の意識の醸成が着実に図られて

いる。

職員のコンプライアンス意識の醸成に当たっては、マンネリ化や形骸化を防ぐための工

夫を凝らした上で、コンプライアンスは他人事ではなく、自分自身のこととして、高い意

識を持って行動できるよう、引き続き、コンプライアンスの強化のための取組みを、組織

全体で行っていくことが必要である。
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